
第６　苗木運搬（貨物自動車） 第６　苗木運搬（貨物自動車）

6-1　適用範囲（略） 6-1　適用範囲（略）

6-2　貨物自動車標準積載量（*） 6-2　貨物自動車標準積載量（*）（略）

備考１　苗木生産地所在市町村役場（支所含む）から荷卸場までとする。 備考１　苗木生産地所在市町村役場（支所含む）から荷卸場までとする。

　　２　運搬は１車１回を単位とする。 　　２　運搬は１車１回を単位とする。

　　３　運賃は距離制運賃表を適用する。 　　３　運賃は自動車運賃表を適用する。

　　４　有料道路利用料は実費として別途計上する。 　（新設）

　　５　この歩掛は積卸しを含まない。 　（新設）

治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

      車種等 

樹種 
     ２ｔ車      ４ｔ車    １梱包本数 

スギ   長 35 ㎝～45 ㎝ 
       本 

   10,400 

       本 

     31,200 

       本 

    200～250 

ヒノキ  長 35 ㎝～45 ㎝ 13,400 40,200 400 

アカマツ 長 35 ㎝～45 ㎝ 18,000 54,000 500 

カラマツ及び肥料木 17,300 52,000 500 
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